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◆土木工事積算基準（案）（Ⅴ．配水設備修繕工事編）改訂比較表 

1 

 

第１章 総則 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－１－１ 

第１章 総 則 

１．適 用 範 囲  

配水設備修繕工事における工種は①土工、②管工、③付帯工、④修繕工（配水管等）、⑤修繕

工（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）、⑦舗装工、⑧材料、間接工事費積上分（⑨運搬費、

⑩準備費、⑪安全費）とする。 

工種のうち、①土工、②管工、③付帯工、⑦舗装工、⑧材料については、主として施工内容

に応じた積上げ積算に用いる工種であり、④修繕工（配水管等）、⑤修繕工（付属設備等）、⑥

修繕工（給水装置等）については、主として施工内容に関連する工種を包括した工種である。 

なお、本基準の基本的な事項について、特段の記載がないものについては、「水道事業実務必携（全

国簡易水道協議会）」又は「国土交通省土木工事標準積算基準書」に準拠している。 

 

 

第１章 総 則 

１．適 用 範 囲  

配水設備修繕工事における工種は①土工、②管工、③付帯工、④修繕工（配水管等）、⑤修

繕工（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）、⑦舗装工、⑧材料、⑨交通管理工、間接工事

費積上分（⑨⑩運搬費、⑩⑪準備費、⑪安全費）とする。 

工種のうち、①土工、②管工、③付帯工、⑦舗装工、⑧材料、⑨交通管理工については、

主として施工内容に応じた積上げ積算に用いる工種であり、④修繕工（配水管等）、⑤修繕工

（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）については、主として施工内容に関連する工種を包

括した工種である。 

なお、本基準の基本的な事項について、特段の記載がないものについては、「水道事業実務必携

（全国簡易水道協議会）」又は「国土交通省土木工事標準積算基準書」に準拠している。 

 

 

 

 

 

・表記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除：○○○○ 

追加変更：○○○○ 



◆土木工事積算基準（案）（Ⅴ．配水設備修繕工事編）改訂比較表 
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第８章 舗装工 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－８－４ 

１．車道舗装工（㎡） 

表８－10 車道舗装工 改質Ⅱ型 A15                （1.00㎡当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

舗装取壊掘削積込工 15㎝を超え30㎝以下 ㎡ 0.50  

舗装取壊掘削積込工 4㎝を超え10㎝以下 ㎡ 0.50  

掘削工  ㎥ 0.05  

アスファルト舗装工 
表層5㎝ PK-4、中間層5㎝ PK-4、 

基層5㎝ PK-3 
㎡ 1.00  

路盤工 10㎝ M-25 ㎡ 0.50  

※表層：密粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) 

    中間層、基層：粗粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) 

 

１．車道舗装工（㎡） 

表８－10 車道舗装工 改質Ⅱ型 A15               （1.00㎡当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

舗装取壊掘削積込工 15㎝を超え30㎝以下 ㎡ 0.50  

舗装取壊掘削積込工 4㎝を超え10㎝以下 ㎡ 0.50  

掘削工  ㎥ 0.05  

アスファルト舗装工 
表層5㎝ PK-4、中間層5㎝ PK-4、 

基層5㎝ PK-3 
㎡ 1.00  

路盤工 10㎝ RM-25 ㎡ 0.50  

※表層：密粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) 

    中間層、基層：粗粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表記訂正 

 

 

 

  

削  除：○○○○ 

追加変更：○○○○ 



◆土木工事積算基準（案）（Ⅴ．配水設備修繕工事編）改訂比較表 
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第８章 舗装工 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－８－１４ 

14．路面標示工（ｍ・箇所） 

（１） 適用範囲 

舗装復旧工事に伴い各種路面標示工を行う場合に適用する。 

（２） 積算基準 

区画線設置は、市場単価による。 

表８-54 路面標示工 実線、破線                     （1.00m当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

区画線設置 溶融式・手動 実線・ゼブラ 15㎝ 21m未満 ｍ 1.00  

 

 

表８-55 路面標示工 矢印、文字等                    （1.00m当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

区画線設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字15㎝換算 21m未満 ｍ 1.00  
 

14．路面標示工（ｍ・箇所） 

（１） 適用範囲 

舗装復旧工事に伴い各種路面標示工を行う場合に適用する。 

（２） 積算基準 

区画線設置は、市場単価土木工事標準単価による。 

表８-54 路面標示工 実線、破線                    （1.00m当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

区画線設置 溶融式・手動 実線・ゼブラ 15㎝ 21m未満 

白 

ｍ 1.00  

 

表８-55 路面標示工 矢印、文字等                   （1.00m当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

区画線設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字15㎝換算 21m未満 ｍ 1.00  
 

 

 

 

 

・表記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除：○○○○ 

追加変更：○○○○ 



◆土木工事積算基準（案）（Ⅴ．配水設備修繕工事編）改訂比較表 
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第８章 舗装工 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－８－１７ 

18．視覚障害者用点字誘導シート工（枚） 

（１） 適用範囲 

舗装復旧工事に伴い点字誘導シート設置・撤去を行う場合に適用する。 

（２） 積算基準 

視覚障害者用点字誘導シート設置及び撤去は建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」

を適用する。 

表８-65 視覚障害者用点字誘導シート工 設置・撤去          （1.00枚当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

視覚障害者誘導用シート設置 300×300×7㎜合成ゴム 

（接着剤共） 

枚 1.00  

視覚障害者誘導用シート撤去 300×300×7㎜合成ゴム 枚 1.00  

 

 

 

 

18．視覚障害がい者用点字誘導シート工（枚） 

（１） 適用範囲 

舗装復旧工事に伴い点字誘導シート設置・撤去を行う場合に適用する。 

（２） 積算基準 

視覚障害がい者用点字誘導シート設置及び撤去は建設局「公共事業建設資材価格調査報

告書」を適用する。 

表８-65 視覚障害がい者用点字誘導シート工 設置・撤去        （1.00枚当り） 

工 種 形質寸法 単 位 数 量 適 要 

視覚障害がい者誘導用シー

ト設置 

300×300×7㎜合成ゴム 

（接着剤共） 

枚 1.00  

視覚障害がい者誘導用シー

ト撤去 

300×300×7㎜合成ゴム 枚 1.00  

 

 

 

 

 

・表記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

削  除：○○○○ 

追加変更：○○○○ 



◆土木工事積算基準（案）（Ⅴ．配水設備修繕工事編）改訂比較表 
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第1210章 安全費交通管理工 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－１２－１ 

第12章 安全費 

 

１．安全対策工（時間） 

（１） 適用範囲 

工事現場等で車両・歩行者等の安全確保が必要な場合に計上する。 

以下のとおり区分する。 

ア．交通誘導員Ａ 

イ．交通誘導員Ｂ 

ウ．標識車  

（２） 積算基準 

「Ⅰ－１ 第２．２．間接工事費 安全費」によるものする。 

単価は時間当りとし適用単価の 1／8（1日 8時間）とし、交代要員ありとする。 

なお、「標識車」については、見積りによる。 

 

 第1210章 安全費交通管理工 

 

１．安全対策工（時間） 

（１） 適用範囲 

工事現場等で車両・歩行者等の安全確保が必要な場合に計上する。 

以下のとおり区分する。 

ア．交通誘導員Ａ 

イ．交通誘導員Ｂ 

ウ．標識車  

（２） 積算基準 

「Ⅰ－１ 第２．２．間接工事費 安全費Ⅱ－７ 第９．交通誘導警備員等」による

ものする。 

単価は時間当りとし適用単価の 1／8（1日 8時間）とし、交代要員ありとする。 

なお、「標識車」については、見積りによる。 

 

 

 

・表記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除：○○○○ 

追加変更：○○○○ 



◆土木工事積算基準（案）（Ⅴ．配水設備修繕工事編）改訂比較表 
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第1011章 運搬工 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－１０－１ 

第10章 運搬費 

 

１．運搬工（ｔ） 

（１） 適用範囲 

配水管材料、仕切弁・消火栓等の鉄蓋、コンクリートブロック等の資材の運搬に適用す

る。 

ア．管材（直管・異形管） 

支給材料 10㎞ 8t 特大割増5割 

イ．管属具類・各種鉄蓋・ブロック類 

支給材料 10㎞ 4t 

ウ．仮設材 

  12ｍ以内 10㎞以下、積込・取卸し有り 

（２） 積算基準 

「Ⅰ－１ 第２．２．間接工事費 運搬費」によるものとする。 

 

 

 

第1011章 運搬費 

 

１．運搬工（ｔ） 

（１） 適用範囲 

配水管材料、仕切弁・消火栓等の鉄蓋、コンクリートブロック等の資材の運搬に適用す

る。 

ア．管材（直管・異形管） 

支給材料 10㎞ 8t 特大割増5割 

イ．管属具類・各種鉄蓋・ブロック類 

支給材料 10㎞ 4t 

ウ．仮設材 

  12ｍ以内 10㎞以下、積込・取卸し有り 

（２） 積算基準 

「Ⅰ－１ 第２．２．間接工事費 運搬費」によるものとする。 

 

 

 

 

・表記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除：○○○○ 

追加変更：○○○○ 
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第1112章 準備費 

 現      行 改      正 ページ番号 Ⅴ－１１

－１ 

第11章 準備費 

 

１．調査掘工（㎡） 

（１） 適用範囲 

修繕工事に伴い試験掘等を行う場合に適用する。 

以下のとおり区分する。 

ア．人力 掘削深さ0.6m以下 

イ．人力 掘削深さ0.6mを超える 

ウ．機械 掘削深さ0.6m以下 

エ．機械 掘削深さ0.6mを超える 

（２） 積算基準 

表11-１ 人力                           （1.00㎡当り） 

工種名称  形式寸法 単位 
舗 装 道 

備 考 
0.6ｍ以下 0.6ｍを超える 

舗 装 版 破 砕 
As 4㎝を超え10㎝以下 

障害有り 
㎡ 1.00 1.00  

掘 削 工 人力 〃 0.50 0.90  

残 土 処 分 工 指定地処分 〃 0.25 0.65 表2-1 

舗装残滓等処分工 
Ａｓ 〃 0.10 0.10 表2-3 

路盤廃材 〃 0.25 0.25 表2-3 

埋 戻 工 改良土 〃 0.25 0.65  

一 次 本 復 旧 工 車道 5－30型 〃 1.00 1.00  

 

表11-２ 機械                           （1.00㎡当り） 

工種名称 形式寸法 単位 
舗 装 道 

備 考 
0.6ｍ以下 0.6ｍを超える 

舗 装 版 破 砕 As 15㎝以下 障害なし ㎡ 1.00 1.00  

掘 削 工 BH=0.28㎥ 〃 0.50 0.90  

残 土 処 分 工 指定地処分 〃 0.25 0.65 表2-1 

舗装残滓等処分工 
Ａｓ 〃 0.10 0.10 表2-3 

路盤廃材 〃 0.25 0.25 表2-3 

埋 戻 工 改良土 〃 0.25 0.65  

一 次 本 復 旧 工 車道 5－30型 〃 1.00 1.00  

 

 

第1112章 準備費 

 

１．調査掘工（㎡） 

（１） 適用範囲 

修繕工事に伴い試験掘等を行う場合に適用する。 

以下のとおり区分する。 

ア．人力 掘削深さ0.6m以下 

イ．人力 掘削深さ0.6mを超える 

ウ．機械 掘削深さ0.6m以下 

エ．機械 掘削深さ0.6mを超える 

（２） 積算基準 

表11-１ 人力                           （1.00㎡当り） 

工種名称  形式寸法 単位 
舗 装 道 

備 考 
0.6ｍ以下 0.6ｍを超える 

舗 装 版 破 砕 
As 4㎝を超え10㎝以下 

障害有り 
㎡ 1.00 1.00  

掘 削 工 人力 〃 0.50 0.90  

残 土 処 分 工 指定地処分 〃 0.25 0.65 表2-1 

舗装残滓等処分工 
Ａｓ 〃 0.10 0.10 表2-3 

路盤廃材 〃 0.25 0.25 表2-3 

埋 戻 工 改良土 〃 0.25 0.65  

一 次 本 復 旧 工 車道 5－30型 〃 1.00 1.00  

 

表11-２ 機械                           （1.00㎡当り） 

工種名称 形式寸法 単位 
舗 装 道 

備 考 
0.6ｍ以下 0.6ｍを超える 

舗 装 版 破 砕 As 15㎝以下 障害なし ㎡ 1.00 1.00  

掘 削 工 BH=0.28㎥ 〃 0.50 0.90  

残 土 処 分 工 指定地処分 〃 0.25 0.65 表2-1 

舗装残滓等処分工 
Ａｓ 〃 0.10 0.10 表2-3 

路盤廃材 〃 0.25 0.25 表2-3 

埋 戻 工 改良土 〃 0.25 0.65  

一 次 本 復 旧 工 車道 5－30型 〃 1.00 1.00  

 

 

 

・表記訂正 
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追加変更：○○○○ 
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